
［職業家庭両立課：関連資料］





子
ど
も
の
出
生
年
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「
両
立
支
援
に
係
る
諸
問
題
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
」
（
平
成

2
0
年
）
 

【
妊

娠
・
出

産
前

後
に
退

職
し
た
理

由
】
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8%
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5%

 

家
事

・
育

児
に
専

念
す
る

た
め
自

発
的

に
や

め
た

 

結
婚

、
出

産
、
育

児
を
機

に
辞

め
た

が
、
理

由
は

結
婚

、
出

産
等

に
直

接
関

係
な
い

 
夫

の
勤

務
地

や
夫

の
転

勤
の

問
題

で
仕

事
を
続

け
る
の

が
難

し
か

っ
た

 

仕
事

を
続

け
た
か

っ
た
が

、
仕

事
と
育

児
の

両
立

の
難

し
さ
で

や
め
た

 

解
雇

さ
れ

た
、
退

職
勧

奨
さ
れ

た
 

子
を
持

つ
前

と
仕

事
の

内
容

や
責

任
等

が
変

わ
っ
て
し
ま
い
、
や

り
が

い
を

感
じ
ら
れ

な
く
な
っ
た
（
な
り
そ
う
だ
っ

た
）
 

そ
の

他
 
特

に
な
い

 

（
資

料
出

所
）
国
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問
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究
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第

１
４
回

出
生

動
向

基
本

調
査

（夫
婦

調
査

）」
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子
ど
も
の
出
生
年

 

就
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継
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（
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休
利
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就
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継
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（
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休
な
し
）
 

出
産

退
職

 
妊

娠
前

か
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職
 

そ
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他
・
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前
 

有
職
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出
産

半
年

後
有

職
（
育

児
休

業
中
等

の
休
業

含
む
） 

出
産

半
年

後
無

職
（
学

生
を
含

む
）

 

出
産

１
年

前
無

職
（
学

生
含

む
）

 

不
詳

 

出
産

前
 

有
職

 
7
8
.8

 
 (
1
0
0
)％

 

出
産
後

 
継
続
就
業
率

 
3
6
.6

 
 

(4
5
.7

)％
 

(※
) 

（
資

料
出

所
）
厚

生
労
働

省
 

 
 

 
 

 
 

 
 
「
第

１
回

2
1
世

紀
出

生
児

縦
断
調

査
（平

成
2
2年

出
生

児
）」

 

出
産
後

 

継
続
就
業
率

 
2
6
.8

 
 

(3
8
.0

)％
 

(※
) 
 

 

目
標

値
（
日

本
再

生
戦

略
）

 

第
１
子

出
産

前
後

の
女

性
の

継
続

就
業

率
 

３
８
％

（平
成

２
２
年

）→
５
０

%
（平

成
２
７
年

）→
５
５
％

（平
成

３
２
年

） 

①
勤
務
時
間
が
あ
い
そ
う
も
な
か
っ
た

 
 
（
６
５
．
４
％
）
 

②
職
場
に
両
立
を
支
援
す
る
雰
囲
気
が
な
か
っ
た

 
 
（
４
９
．
５
％
）
 

③
自
分
の
体
力
が
も
た
な
そ
う
だ
っ
た

 
 
（
４
５
．
７
％
）
 

④
育
児
休
業
を
取
れ
そ
う
も
な
か
っ
た

 
 
（
２
５
．
０
％
）
 

⑤
子
ど
も
の
病
気
等
で
度
々
休
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（
２
２
．
９
％
）
 

⑥
保
育
園
等
に
子
ど
も
を
預
け
ら
れ
そ
う
も
な
か
っ
た
（
２
０
．
７
％
）
 

両
立

が
難

し
か

っ
た
具

体
的

理
由

 

○
 
約

６
割

の
女

性
が

出
産

・
育

児
に

よ
り
退

職
し

て
い

る
。
 

○
妊

娠
・
出

産
を

機
に

退
職

し
た

理
由

を
見

る
と

、
「自

発
的

に
辞

め
た

」
が

３
９
％

、
「
両

立
が

難
し

か
っ

た
の

で
辞

め
た

」
が

約
２

６
％

 
【
第

１
子

出
生

年
別

に
み

た
、
第

１
子

出
産

前
後

の
妻

の
就

業
変

化
】
 

（
※

）
（
 

 
）
内
は
出
産
前
有
職
者
を

10
0と

し
て
、
出
産
後
の
継
続
就
業
者
の
割
合
を
算
出

 

7
3
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2
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(3
2
.2

)％
 

(※
) 

仕
事
と
家
庭
の
両
立
を
め
ぐ
る
現
状
①
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仕
事
と
家
庭
の
両
立
を
め
ぐ
る
現
状
②

 

育
児

休
業

取
得

率
の

推
移

 

出
典

：厚
生

労
働

省
「雇

用
均

等
基

本
調

査
」 

目
標

値
 

男
性

の
育

児
休

業
取

得
率

（日
本

再
生

戦
略

）
 

 
 

2.6
3％

（平
成

23
年

）
→

8％
（平

成
27

年
）→

13
％

（平
成

32
年

）
 

６
歳

未
満

の
子

ど
も

を
も

つ
男

性
の

育
児

・家
事

関
連

時
間

（子
ど

も
・
子

育
て

ビ
ジ

ョ
ン

）
 

 
 

１
日

あ
た

り
67

分
（平

成
23

年
）→

１
日

あ
た

り
２
時

間
30

分
（
平

成
29

年
）
 

 

○
育

児
休

業
を
利

用
し
た
い
男

性
は

３
割

を
超

え
る
。

 

○
男

性
の

育
児

休
業

取
得

・
育

児
へ

の
関

わ
り
は

低
調

 

○
夫

の
家

事
･育

児
時

間
が

長
い
ほ

ど
、
第

２
子

以
降

の
出

生
割

合
が

高
い
。

 
 
（
ニ
ッ
セ
イ
基
礎
研
究
所
「
今
後
の
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
に
関
す
る
調
査
」
（平

成
2
0
年
）
）
 

出
典
：
厚
生
労
働
省
「
第
９
回
２
１
世
紀
成
年
者
縦
断
調
査
」（

20
11

）
 

子
ど
も
が

い
る
夫

婦
の

夫
の

休
日

の
家

事
・
育

児
時

間
別

に
み

た
 

こ
の

８
年

間
の

第
２
子

以
降

の
出

生
の

状
況
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未
満

 

2時
間

未
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家
事

・
育

児
時

間
な
し

 

総
数

 

注
：

1)
集

計
対

象
は

、
①
ま

た
は
②

に
該

当
し

、
か

つ
③
に

該
当
す

る
同
居

夫
婦

で
あ

る
。

た
だ
し

、
 

 
 

 
妻
の

「
出
生

前
デ
ー

タ
」
が

得
ら

れ
て

い
な

い
夫
婦

は
除
く

。
 

 
 

 
 
①

第
１
回

調
査
か

ら
第
９

回
調

査
ま

で
双

方
か
ら

回
答
を

得
ら
れ

て
い

る
夫

婦
 

 
 

 
 
②

第
１
回

調
査
時

に
独
身

で
第

８
回

調
査

ま
で
の

間
に
結

婚
し
、

結
婚

後
第

９
回

調
査
ま

で
 

 
 

 
 
 

双
方
か

ら
回
答

を
得
ら

れ
て

い
る

夫
婦
 

 
 

 
 
③

出
生
前

調
査
時

に
子
ど

も
１

人
以

上
あ

り
の
夫

婦
 

 
 

2)
家

事
・

育
児

時
間
は

、
「
出

生
あ

り
」

は
出

生
前
調

査
時
の

、
「
出

生
な

し
」

は
第

８
回
調

査
時
の
 

 
 

 
状
況

で
あ
る

。
 

 
 

3)
８

年
間

で
２

人
以
上

出
生
あ

り
の

場
合

は
、

末
子
に

つ
い
て

計
上
し

て
い

る
。
 

 
 

4)
総

数
に

は
、

家
事
・

育
児
時

間
不

詳
を

含
む

。
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平
成

20
年
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（

20
08

）
 

平
成

19
年

度
（

20
07

）
 

平
成

17
年

度
（

20
05

）
 

平
成

16
年

度
（

20
04

）
 

平
成

14
年

度
（

20
02

）
 

平
成

11
年

度
（

19
99

）
 

女
性

 

男
性

 

［
84

.3
］

 
［

1.
34

］
 

（
※

）
 
平

成
23

年
度

調
査

に
お
い
て
は

、
平

成
21

年
10

月
１
日

か
ら
平

成
22

年
９
月

30
日

ま
で
の

１
年

間
。

 
 

  注
）
 
平

成
22

年
度

及
び
平

成
23

年
度

の
［
 
］
内

の
比

率
は

、
岩

手
県

、
宮

城
県

及
び
福

島
県

を
除

く
全
国

の
結
果

。
 

  
育

児
休

業
取

得
率

＝
 

調
査

前
年

度
１
年

間
（
※
）
の
出

産
者
（
男
性

の
場

合
は

配
偶
者

が
出
産

し
た
者

）の
数

 

出
産

者
の

う
ち
、
調

査
時

点
ま
で
に
育
児

休
業
を
開

始
し
た
者

（開
始

予
定

の
申
出

を
し
て
い
る
者

を
含

む
。
）
の

数
 



育
児

・
介

護
休

業
法

の
概

要
 

 
 

 
 

○
 
子
が
１
歳
（
一
定
の
場
合
は
、
１
歳
半
）に

達
す
る
ま
で

 
   

 （
父
母
と
も
に
育
児
休
業
を
取
得
す
る
場
合
は
、
子
が
１
歳
２
ヶ
月
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
１
年
間
＜
パ
パ
・
マ
マ
育
休
プ
ラ
ス
＞
）
 

   
の
育
児
休
業
の
権
利
を
保
障

 
○

 
対
象
家
族
１
人
に
つ
き
、
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
至
る
ご
と
に
１
回
、
通
算
し
て
９
３
日
ま
で
、
介
護
休
業
の
権
利
を
保
障

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
※
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
期
間
雇
用
者
も
取
得
可
能

 
  

 
 

 
○

 
小
学
校
就
学
前
ま
で
の
子
を
養
育
し
、
又
は
介
護
を
行
う

 
  労

働
者
が
請
求
し
た
場
合
、
１
か
月
２
４
時
間
、
１
年
１
５
０
時

 
  間

を
超
え
る
時
間
外
労
働
を
制
限

 
 

○
 
小
学
校
就
学
前
ま
で
の
子
が
１
人
で
あ
れ
ば

年
５
日
、
２
人

 
   
以
上
で
あ
れ
ば
年
１
０
日
を
限
度
と
し
て
看
護
休
暇
付
与
を

 
   
義
務
づ
け

 
  

 
 

 
 

○
 
小
学
校
就
学
前
ま
で
の
子
を
養
育
し
、
又
は
介
護
を
行
う

 
 
労
働
者
が
請
求
し
た
場
合
、
深
夜
業
を
制
限

 
 ○

 
３
歳
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
、

 
 
短
時
間
勤
務
の
措
置
（
１
日
原
則
６
時
間
）を

義
務
づ
け

 
 ○

 
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
対
象
家
族
の
介
護

 
  
を
行
う
労
働
者
に
対
し
、
次
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
事
業
主

 
 

 に
義
務
づ
け

 
 

 
   
①
短
時
間
勤
務
制
度

   
②
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制

 
   

   
   
③
始
業
・
終
業
時
刻
の
繰
上
げ
・
繰
下
げ

   
④
介
護
費
用
の
援
助
措
置

 
 

○
 
育
児
休
業
等
を
取
得
し
た
こ
と
等
を
理
由
と
す
る
解
雇

 
   
そ
の
他
の
不
利
益
取
扱
い
を
禁
止

 
 ○

 
労
働
者
を
転
勤
さ
せ
る
場
合
の
、
育
児
又
は
介
護
の
状
況

 
   
に
つ
い
て
の
配
慮
義
務

 
  

育
児

休
業

・
介

護
休

業
制

度
 

子
の

看
護

休
暇

制
度

 

時
間

外
労

働
の

制
限

 

深
夜

業
の

制
限

 

転
勤

に
つ
い
て
の

配
慮

 

短
時

間
勤

務
等

の
措

置
 

不
利

益
取

扱
い
の

禁
止

 

○
 
要
介
護
状
態
に
あ
る
対
象
家
族
が
１
人
で
あ
れ
ば
年
５
日
、

 
   

 ２
人
以
上
で
あ
れ
ば
年
１
０
日
を
限
度
と
し
て
介
護
休
暇

 
   

 付
与
を
義
務
づ
け

 
 

介
護

休
暇

制
度

 

 
 

 
 

○
 
３
歳
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
が
請
求
し
た

 
  場

合
、
所
定
外
労
働
を
免
除

 
 

所
定

外
労

働
の

免
除

 

※
下
線
部
は
、
平
成
２
１
年
６
月
の
法
改
正
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
部
分
。

 
 

 
平
成
２
４
年
７
月
１
日
よ
り
、
全

て
の
事
業
場
に
お
い
て
、
全
面
施
行
。
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「
イ
ク
メ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
つ
い
て

 

☆
「
イ
ク
メ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
は

 
 

○
育
児
を
積
極
的
に
す
る
男
性
「
イ
ク
メ
ン
」
を
周
知
・
広
報
す

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。

 

○
参
加
型
の
公
式
サ
イ
ト
や
広
報
資
料
の
配
付
を
通
じ
て
、

多
く
の
人
を
巻
き
込
み
、
社
会
的
な
気
運
の
醸
成
を
図
る
。

 

☆
「
イ
ク
メ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の

ね
ら
い

 
 

○
男
性
の
育
児
に
も
っ
と
関
わ
り
た
い
、
育
児
休
業
を
取
得

し
た
い
、
と
い
う
希
望

を
か
な
え
る
。

 

○
夫
婦
で
協
力
し
て
育
児
を
す
る
環
境
を
作
る
こ
と
に
よ
り
、

出
生
率
の
向
上
と
女
性
の
就
業
率
向
上
を
目
指
す
。

 

男
性
の
育
児
休
業
取
得
率
：2

.6
3%
（
20

1
0年

度
）
→

1
0%
（
20

1
7年

度
）
→

1
3%
（
20

2
0年

度
）
 

第
１
子
出
産
前
後
の
女
性
の
継
続
就
業
率
：
38

%
（2

0
10
年
）→

55
%（

2
01

7
年
）
 

１
 
「
イ
ク
メ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
チ
ー
ム
」
の
結
成
 

 
・
 
有
識
者
等
に
よ
る
「
推
進
チ
ー
ム
」
を
結
成
（
座
長
：
安
藤
哲
也
氏
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
フ
ァ
ザ
ー
リ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン

副
代
表

理
事
）

）
 

 ２
 
「
イ
ク
メ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
運
営
 

 
①
 
イ
ク
メ
ン
宣
言
、
育
児
・
育
児
休
業
体
験
談
、
「
イ
ク
メ
ン
の
星
」
の
掲
載
 

 
 
・
 
イ
ク
メ
ン
本
人
が
、
育
児
に
関
す
る
夢
や
決
意
を
「
イ
ク
メ
ン
宣
言
」
と
し
て
登
録
 

 
 
・
 
イ
ク
メ
ン
宣
言
を
し
た
方
が
育
児
や
育
児
休
業
の
体
験
談
を
投
稿
で
き
る
仕
組
み
を
作
り
、
寄
せ
ら
れ
た
体
験
談

を
サ
イ

ト
上
で

紹
介
 

 
 
・
 
育
児
・
育
児
休
業
体
験
談
を
投
稿
さ
れ
た
方
の
中
か
ら
、
推
進
チ
ー
ム
の
選
考
に
よ
り
「
イ
ク
メ
ン
の
星
」
を
選

出
し
紹

介
 

 
②
 
イ
ク
メ
ン
サ
ポ
ー
タ
ー
宣
言
（
個
人
／
企
業
・
団
体
）
 

 
 
・
 
家
族
、
同
僚
、
企
業
な
ど
イ
ク
メ
ン
の
周
り
の
方
が
イ
ク
メ
ン
へ
の
応
援
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
「
イ
ク
メ
ン
サ
ポ
ー
タ

ー
宣
言

」
と
し

て
登
録

 

 
③
 
企
業
の
事
例
集
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
関
係
資
料
の
掲
載
 

 
 
・
 
企
業
の
人
事
担
当
者
等
が
参
考
に
で
き
る
よ
う
、
企
業
の
具
体
的
な
取
り
組
み
事
例
等
を
紹
介
 

 
④
 
男
性
の
育
児
を
応
援
す
る
行
政
機
関
の
取
組
や
イ
ベ
ン
ト
情
報
の
収
集
・
発
信
 

 
 
・
 
行
政
機
関
の
取
組
や
イ
ク
メ
ン
サ
ポ
ー
タ
ー
企
業
・
団
体
等
が
行
う
イ
ベ
ン
ト
の
情
報
を
投
稿
で
き
る
仕
組
み
を

作
り
、

集
約
し

た
情
報

 

 
 
 
を
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
の
カ
レ
ン
ダ
ー
に
掲
載
。
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
や
ツ
ィ
ッ
タ
ー
で
も
一
部
の
情
報
を
発
信
 

 ３
 
広
報
資
料
の
配
付

 

「
イ
ク
メ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
概
要
 

 

数
値

目
標
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認
 定

 基
 準

 
・
行
動
計
画
の
期
間
が
、
２
年
以
上
５
年
以
下
で
あ
る
こ
と
。

 
・
策
定
し
た
行
動
計
画
を
実
施
し
、
そ
れ
に
定
め
た
目
標
を

達
成
し
た
こ
と
。

 
・
３
歳
か
ら
小
学
校
に
入
学
す
る
ま
で
の
子
を
持
つ
労
働

者
を
対
象
と
す
る
「
育
児
休
業
の
制
度
ま
た
は
勤
務
時
間

短
縮
等
の
措
置
に
準
ず
る
措
置
」
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

 
・
計
画
期
間
内
に
、
男
性
の
育
児
休
業
等
取
得
者
が
お
り
、
か
つ
、

女
性
の
育
児
休
業
等
取
得
率
が

70
％
以
上
だ
っ
た
こ
と
。
 
な
ど

 

認
定

企
業

に
対

す
る
税

制
優
遇

制
度

 
・
一
定
の
期
間
（
※
）
に
取
得
・
新
築
・
増
改
築
し
た
建
物
等

に
つ
い
て
、
認
定
を
受
け
た
日
を
含
む
事
業
年
度
に
お
い
て
、

普
通
償
却
限
度
額
の

32
％
の
割
増
償
却
が
で
き
る
。

 
 ※

 
認
定
を
受
け
る
対
象
と
な
っ
た
行
動
計
画
の
開
始
日

 
 

 
か
ら
認
定
を
受
け
た
日
を
含
む
事
業
年
度
終
了
の
日
ま
で
の
期
間

 

・
平
成

23
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

26
年
３
月

31
日
ま
で
の
期

間
内
に
始
ま
る
い
ず
れ
か
の
事
業
年
度
に
お
い
て
、
次
世

代
法
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
が
対
象
。

 
次

世
代

認
定

マ
ー
ク
「
く
る
み

ん
」
 

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く
企
業
の
行
動
計
画
策
定
・
実
施

 

○
届

出
状

況
（
平

成
２
５
年

１
月

末
時
点

） 
１
０
１
人

以
上

企
業

の
９
７
．
３
％

 
３
０
１
人
以
上
企
業
の
９
７
．
５
％

 
 

 
 

 
 
１
０
１
～
３
０
０
人
以
下
企
業

 
の
９
７
．
２
％

 
 
規

模
計

届
出

企
業

数
 
６
９
，
８
７
０
社

 
 

 
 

○
認
定
状
況
（
平
成
２
５
年
１
月
末
時
点
）
 

 
 

 
認
定
企
業

 
 

 
 

 
１
，
４
２
２
社

 
 

 
 

 

・
各

都
道

府
県

労
働

局
に
届

出
 

・
計

画
の

公
表

・
従

業
員

へ
周
知

 
（
※

 
平
成

21
年
４
月
か
ら
義
務
付
け
）
 

 

・
目

標
達

成
に
向

け
て
計
画

実
施

 

届
出

・
実

施
 

・
次

期
行

動
計

画
の

策
定

・
実

施
 

・
認

定
の

申
請

 

計
画

終
了

・
 

 
 

 
 
目

標
達

成
 

・
一

定
の

基
準

を
満

た
す
企

業
を
認

定
 

・
企

業
は

商
品

等
に
認

定
マ
ー
ク
を
使

用
可

 

厚
生

労
働

大
臣

 
 

 
 

 
に
よ
る
認

定
 

行
動

計
画

の
策

定
 

・
10

1 人
以

上
企

業
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
→

義
務

 
・

10
0人

以
下

企
業

 
 

 
 

 
 

 
→

努
力

義
務

 
※

 
平
成

23
年
４
月
か
ら
義
務
の

 
 

 
 対

象
を
拡
大

(従
前
は

30
1人

 
 

 
 以

上
企
業
）
 

行
動

計
画

例
 

１
 
計
画
期
間

 
平
成
○
年
○
月
○
日
～
平
成
○
年
○
月
○
日
ま
で

 
２
 
内
容

 
 
 
 
目
標
１
 
 

 
 
 
 
計
画
期
間
内
に
育
児
休
業
の
取
得
状
況
を
次
の
水
準
に
す
る

 
 
 
 
 
 
男
性
：年

に
○
人
以
上
取
得

 
 
 
 
 
 
女
性
：取

得
率
○
％
以
上

 
 
 
 
対
策

 
 

 
 
 
 
平
成
○
年
○
月

 
管
理
職
を
対
象
と
し
た
研
修
の
実
施

 
 
 
 
 
平
成
○
年
○
月

 
育
児
休
業
中
の
社
員
で
希
望
す
る
者
を

 
 
 
 
対
象
と
す
る
職
場
復
帰
の
た
め
の
講
習
会
を
年
に
○
回
実
施

 
 
 

 
 
目
標
２
 
 

 
 
 
ノ
ー
残
業
デ
ー
を
月
に
１
日
設
定
す
る
。
 

 
 
対
策

 
 
 
 
平
成
○
年
○
月

 
部
署
ご
と
に
検
討
グ
ル
ー
プ
を
設
置

 
 
 
 
平
成
○
年
○
月

 
社
内
報
な
ど
で
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
う

 
 
 

 
 
目
標
○

 
・・
・ 

 
 
対
策

 
 
・・
・ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
平

成
１
７
年

４
月

か
ら
１
０
年

間
の

時
限

立
法

）
 

※
波
線
部
は
、
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

2
0
年
法
律
第

8
5号

）
に
よ
る
改
正
。
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都
道

府
県

別
一

般
事

業
主

行
動

計
画

策
定
届

の
届
出

及
び
認

定
状
況

 
（
平

成
２
５
年

１
月

末
現

在
）

 

 
 

常
時
雇
用
労
働
者
３
０

1
人
以
上
の
企
業
数

 

常
時
雇
用
労
働
者
１
０

１
人
以
上
３
０
０
人
以
下

の
企
業
数

 

一
般
事
業
主
行
動

計
画
策
定
届
提
出

企
業
数

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

認
定
企
業
数

 
①

 
内
、
常
時
雇
用
労
働
者

 
３
０
１
人
以
上
の
企
業
数

 

 
 

②
 

内
、
常
時
雇
用
労
働
者

３
０
０
人
以
下
の
企
業
数

  
 

 
 

 
 

届
出
率

 
（
ア
）
 

内
、
常
時
雇
用
労
働
者

 
１
０
１
人
以
上
の
企
業
数

 

 
 

（
イ
）
 

内
、
常
時
雇
用
労
働
者

 
１
０
０
人
以
下
の
企
業
数

 
届

出
率

 

 
 

 
 

（
Ａ
）
 

(Ｂ
) 

 
 

（
Ｃ
）
 

（
（
Ｃ
）
/
（
Ａ
）
×
１
０
０

)％
 

 
（
Ｄ
）
 

（
（
Ｄ
）
/
（
Ｂ
）
×
１
０
０

)％
 

 
 

 
 

1
  

北
海
道

 
4
4
7
 

1
,2

3
9
 

2
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3
 

4
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5
 

9
5
.1

%
 

1
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9
8
  

1
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9
1
  

9
6
.1

%
 

8
0
7
 

1
2
 

2
  

青
森
県

 
1
1
1
 

3
1
0
 

5
9
0
 

1
1
1
 

1
0
0
.0

%
 

4
7
9
  

3
0
9
  

9
9
.7

%
 

1
7
0
 

9
 

3
  

岩
手
県

 
1
0
9
 

3
2
8
 

6
9
0
 

1
0
8
 

9
9
.1

%
 

5
8
2
  

3
2
8
  

1
0
0
.0

%
 

2
5
4
 

9
 

4
  

宮
城
県

 
2
0
4
 

5
3
4
 

9
4
7
 

2
0
4
 

1
0
0
.0

%
 

7
4
3
  

5
3
4
  

1
0
0
.0

%
 

2
0
9
 

1
4
 

5
  

秋
田
県

 
8
3
 

2
4
6
 

5
7
4
 

8
3
 

1
0
0
.0

%
 

4
9
1
  

2
4
6
  

1
0
0
.0

%
 

2
4
5
 

7
 

6
  

山
形
県

 
1
0
4
 

3
4
4
 

6
5
1
 

1
0
4
 

1
0
0
.0

%
 

5
4
7
  

3
4
2
  

9
9
.4

%
 

2
0
5
 

6
 

7
  

福
島
県
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5
3
 

3
9
9
 

7
8
1
 

1
5
3
 

1
0
0
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%
 

6
2
8
  

3
9
9
  

1
0
0
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%
 

2
2
9
 

8
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茨
城
県

 
2
2
2
 

5
5
7
 

1
,0

1
4
 

2
2
0
 

9
9
.1

%
 

7
9
4
  

5
5
0
  

9
8
.7

%
 

2
4
4
 

1
1
 

9
  

栃
木
県

 
1
4
3
 

4
3
6
 

1
,0

8
2
 

1
4
3
 

1
0
0
.0

%
 

9
3
9
  

4
3
6
  

1
0
0
.0

%
 

5
0
3
 

1
2
 

1
0
  

群
馬
県

 
1
5
3
 

4
6
1
 

9
9
4
 

1
5
3
 

1
0
0
.0

%
 

8
4
1
  

4
5
6
  

9
8
.9

%
 

3
8
5
 

1
2
 

1
1
  

埼
玉
県

 
4
2
8
 

1
,1

4
6
 

2
,2

1
0
 

4
2
3
 

9
8
.8

%
 

1
,7

8
7
  

1
,1

4
2
  

9
9
.7

%
 

6
4
5
 

3
1
 

1
2
  

千
葉
県

 
3
7
8
 

8
6
9
 

1
,5

7
0
 

3
7
7
 

9
9
.7

%
 

1
,1

9
3
  

8
6
7
  

9
9
.8

%
 

3
2
6
 

2
7
 

1
3
  

東
京
都

 
4
,3

1
7
 

6
,4

6
9
 

1
3
,0

5
2
 

4
,0

3
0
 

9
3
.4

%
 

9
,0

2
2
  

5
,7

9
4
  

8
9
.6

%
 

3
,2

2
8
 

5
8
8
 

1
4
  

神
奈
川
県
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6
6
 

1
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0
1
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5
6
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2
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7
  

1
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9
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4
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0
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新
潟
県
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6
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富
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県
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1
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0
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1
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1
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1
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石
川
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0
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0
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福
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8
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山
梨
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7
2
  

1
9
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長
野
県
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1
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1
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1
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岡
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愛
知
県
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4
1
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,0
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9
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4
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3
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%
 

3
,2

1
1
  

2
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1
7
  

9
9
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1
,1
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4
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1
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三
重
県
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0
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賀
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京
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,1

4
6
 

1
9
5
 

9
9
.5

%
 

9
5
1
  

4
8
4
  

9
7
.8

%
 

4
6
7
 

2
0
 

3
4
  

広
島
県

 
3
4
6
 

8
3
6
 

2
,1

8
1
 

3
4
5
 

9
9
.7

%
 

1
,8

3
6
  

8
3
3
  

9
9
.6

%
 

1
,0

0
3
 

2
2
 

3
5
  

山
口
県

 
1
1
7
 

4
0
3
 

1
,0

4
7
 

1
1
7
 

1
0
0
.0

%
 

9
3
0
  

3
8
5
  

9
5
.5

%
 

5
4
5
 

8
 

3
6
  

徳
島
県

 
4
6
 

1
7
8
 

4
8
5
 

4
6
 

1
0
0
.0

%
 

4
3
9
  

1
7
8
  

1
0
0
.0

%
 

2
6
1
 

1
6
 

3
7
  

香
川
県

 
1
0
2
 

3
4
8
 

6
6
5
 

1
0
2
 

1
0
0
.0

%
 

5
6
3
  

3
4
1
  

9
8
.0

%
 

2
2
2
 

1
6
 

3
8
  

愛
媛
県

 
1
3
7
 

4
0
9
 

1
,0

2
3
 

1
3
7
 

1
0
0
.0

%
 

8
8
6
  

4
0
7
  

9
9
.5

%
 

4
7
9
 

2
0
 

3
9
  

高
知
県

 
5
6
 

2
1
5
 

5
0
0
 

5
6
 

1
0
0
.0

%
 

4
4
4
  

2
1
4
  

9
9
.5

%
 

2
3
0
 

3
 

4
0
  

福
岡
県

 
4
9
0
 

1
,1

7
5
 

2
,4

5
6
 

4
8
7
 

9
9
.4

%
 

1
,9

6
9
  

1
,1

6
8
  

9
9
.4

%
 

8
0
1
 

2
0
 

4
1
  

佐
賀
県

 
6
5
 

2
4
7
 

5
0
3
 

6
5
 

1
0
0
.0

%
 

4
3
8
  

2
4
7
  

1
0
0
.0

%
 

1
9
1
 

4
 

4
2
  

長
崎
県

 
1
0
7
 

3
7
1
 

7
1
1
 

1
0
6
 

9
9
.1

%
 

6
0
5
  

3
7
0
  

9
9
.7

%
 

2
3
5
 

1
 

4
3
  

熊
本
県

 
1
3
1
 

4
3
0
 

8
5
0
 

1
3
1
 

1
0
0
.0

%
 

7
1
9
  

4
2
5
  

9
8
.8

%
 

2
9
4
 

7
 

4
4
  

大
分
県

 
8
4
 

3
1
6
 

8
1
8
 

8
3
 

9
8
.8

%
 

7
3
5
  

3
1
4
  

9
9
.4

%
 

4
2
1
 

9
 

4
5
  

宮
崎
県

 
7
7
 

2
8
9
 

6
4
9
 

7
7
 

1
0
0
.0

%
 

5
7
2
  

2
8
6
  

9
9
.0

%
 

2
8
6
 

4
 

4
6
  

鹿
児
島
県

 
1
5
8
 

4
4
3
 

1
,0

6
0
 

1
5
5
 

9
8
.1

%
 

9
0
5
  

4
3
7
  

9
8
.6

%
 

4
6
8
 

1
7
 

4
7
  

沖
縄
県

 
9
6
 

2
6
8
 

6
3
0
 

9
6
 

1
0
0
.0

%
 

5
3
4
  

2
6
7
  

9
9
.6

%
 

2
6
7
 

8
 

合
計

 
1
4
,7

2
3
 

3
2
,9

7
5
 

6
9
,8

7
0
 

1
4
,3

5
3
 

9
7
.5

%
 

5
5
,5

1
7
  

3
2
,0

4
6
  

9
7
.2

%
 

2
3
,4

7
1
 

1
,4

2
2
 

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
職
業
家
庭
両
立
課
調
べ
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フ
ァ
ミ
リ
ー
・サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
は
、
乳
幼
児
や
小
学
生
等
の
児
童
を
有
す
る
子
育
て
中
の
労
働
者
や
主
婦
等
を
会
員
と
し
て
、
児
童
の
預
か

り
等
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
と
当
該
援
助
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
者
と
の
相
互
援
助
活
動
に
関
す
る
連
絡
、
調
整
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

 
 
平
成
２
１
年
度
よ
り
、
病
児
・病
後
児
の
預
か
り
、
早
朝
・夜
間
等
の
緊
急
時
の
預
か
り
な
ど
の
事
業
（
病
児
・緊
急
対
応
強
化
事
業
）
も
行
っ
て
い
る
。

 
 

 
 

 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・セ
ン
タ
ー
事
業
に
つ
い
て

 

フ
ァ
ミ
リ

ー
・

サ
ポ
ー

ト
・

セ
ン
タ

ー
 

〔
相
互
援

助
組

織
〕

 
   

ア
ド
バ
イ

ザ
ー

 
（

連
絡
・

調
整

）
 援
助
を
行

い
た

い
会
員

 
援

助
を
受

け
た

い
会
員

 

援
助
の

申
し
入
れ

 
援
助
の
打
診

 

事
業

概
要

 

  
・ 
保
育
施
設
ま
で
の
送
迎

 
 
・ 
冠
婚
葬
祭
や
買
い
物
等
外
出
の
際
の
子
ど
も
の
預
か
り

 
 
・ 
病
児
・病
後
児
の
預
か
り

 
 
・ 
早
朝
・夜
間
等
の
緊
急
時
の
預
か
り

 

○
 
実
施
市
区
町
村
数

 
 

 
・
 
基
本
事
業

 
６
９
９
市
区
町
村

 
 
・
 
病
児
･緊
急
対
応
強
化
事
業

 
１
２
９
市
区
町
村

 
 

 
 

 
 

 
 

 
※

 
平
成
２
４
年
度
交
付
決
定
ベ
ー
ス

 
 

○
 
会
員
数

 
 

 
・
 
援
助
を
受
け
た
い
会
員

 
 
３
８
３
，
３
２
１
人
（
３
５
２
，
６
８
３
人
）
 

 
・
 
援
助
を
行
い
た
い
会
員

 
 
１
２
９
，
７
４
４
人
（
１
１
４
，
８
１
８
人
）
 

 
・
 
両
方
会
員

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
４
２
，
５
８
５
人
（
 
３
９
，
８
８
９
人
）
 

 
 

 
 

 
 

 
※
平
成
２
３
年
度
末
現
在

 
（
 
）は
平
成
２
２
年
度
末
現
在

 
 

  
 

 
 

 
○

 
会
員
の
募
集
、
登
録
そ
の
他
の
会
員
組
織
業
務

 
 
○

 
相
互
援
助
活
動
の
調
整
〔
万
一
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
連
絡
、
調
整
を
含
む
〕
 

 
○

 
会
員
に
対
し
て
必
要
な
知
識
を
付
与
す
る
講
習
会
の
開
催

 
 
○

 
会
員
の
交
流
を
深
め
、
情
報
交
換
の
場
を
提
供
す
る
た
め
の
交
流
会
の
開
催

 
な
ど

 
    
○
事
故
＊
発
生
時
の
対
応

 
 
※
死
亡
事
故
や
治
療
に
要
す
る
期
間
が

30
日
以
上
の
負
傷
や
疾
病
を
伴
う
事
故

 

 
 
・
 
事
故
情
報
の
収
集
及
び
そ
れ
を
基
に
し
た
再
発
防
止
対
策

 
 

 
・
 
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
厚
労
省
へ
の
報
告

 
 

 
 
（参
考
）平
成
１
８
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２
３
年
６
月
２
１
日
ま
で
の
間
に
、
１
５
件
の
事
故
が
発
生

 

 
○
会
員
に
対
す
る
講
習
の
強
化

 
 

 
・
 
預
か
り
中
の
子
ど
も
の
安
全
対
策
等
の
た
め
、
９
項
目
２
４
時
間
を
概
ね
満
た
し
た
講
習
を
実
施
し
、

 
 

 
 
こ
れ
を
修
了
し
た
会
員
が
活
動
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
通
知
を
発
出
。

 
 

 
・
 
平
成
２
４
年
度
よ
り
、
２
４
時
間
を
満
た
し
た
講
習
を
実
施
し
、
講
習
強
化
分
と
し
て
申
請
の
あ
っ
た
自
治
体

 
 

 
 
に
対
し
て
、
交
付
ポ
イ
ン
ト
を
加
算
。

 
 

 
・

 （
平
成
２
４
年
度
補
正
予
算
よ
り
）複
数
預
か
り
を
実
施
す
る
自
治
体
へ
の
ポ
イ
ン
ト
加
算
を
廃
止
予
定
。

 

 

事
業

内
容

 

相
互

援
助

活
動

の
例

 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・セ
ン
タ
ー
事
業
及
び
病
児
・緊
急
対
応
強
化
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
、
積
極
的
な
働
き
か
け
を
お
願
い
し
た
い
。

 
ま
た
、
講
習
の
充
実
等
に
よ
る
事
故
防
止
対
策
の
徹
底
を
お
願
い
し
た
い
。

 

事
故

防
止

・
安

全
対

策
 

※
平
成

2
4
年
度
補
正
予
算
に
よ
る
安
心
こ
ど
も
基
金
の
積
増
・
延
長
に
よ
り
基
金
事
業
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
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労

働
者

の
た
め
の

保
育

施
設

を
事

業
所

内
（
労

働
者

の
通

勤
経

路
又

は
そ
の

近
接

地
域

を
含

む
）
に
設

置
、
増

築
等

を
行

う
事

業
主

・
事

業
主

団
体

に
、
そ
の

費
用

の
一

部
を
助

成
す
る
。

 

事
業

所
内

保
育

施
設

設
置

・
運

営
等

支
援

助
成

金
 

助
成

率
等

 
助

成
限

度
額

 

①
設

置
費

 
３
分

の
１
（
中

小
企

業
：
３
分

の
２
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
１
，
５
０
０
万

円
（
中

小
企

業
：
２
，
３
０
０
万

円
）
 

 

②
増

築
費

 
 

 

３
分

の
１
（
中

小
企

業
：
２
分

の
１
）
 

 
増

築
 

７
５
０
万

円
   

（
中

小
企

業
：
１
，
１
５
０
万

円
）
 

 
 

 
 

 
 
５
人

以
上

の
定

員
増

を
伴

う
増

築
、
安

静
室

を
設

け
る
増

築
、
本

助
   

 
   

   
   

   
   

 成
金

の
要

件
を
満

た
さ
な
い
既

存
の

事
業

所
内

保
育

施
設

 に
つ
い

   
   

   
   

   
   

 て
要

件
を
満

た
す
施

設
に
す
る
た
め
の

増
築

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

３
分
の
１

(中
小
企
業
：
２
分
の
１

)×
 

（
増
加
す
る
定
員
）
 
／
（
建
替
え
後
の
施
設
の
定
員
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 建
替

え
 

 
 

 
 

 

１
，
５
０
０
万

円
 （
中

小
企

業
：
２
，
３
０
０
万

円
）
 

 
 

 
 

   
  
５
人

以
上

の
定

員
増

を
伴

う
建

替
え

 
３
分

の
１
（
中

小
企

業
：
２
分

の
１
）
 

 
１
，
５
０
０
万

円
 （
中

小
企

業
：
２
，
３
０
０
万

円
）
 

 
 

 
 

 
   

本
助

成
金

の
要

件
を
満

た
さ
な
い
既

存
の

事
業

所
内

保
育

施
設

に
   

   
   

   
   

   
   
つ
い
て
要

件
を
満

た
す
施

設
に
す
る
た
め
の

建
替

え
 

 ③
運

営
費

 
 

５
年

間
支

給
 

２
分

の
１
（
中

小
企

業
：
３
分

の
２
）
 

 

 

通
常

型
 

規
模

に
応

じ
 

最
高

 
６
９
９
万

６
千

円
 

時
間

延
長

型
 

規
模

に
応

じ
 

最
高

 
９
５
１
万

６
千

円
 

深
夜

延
長

型
 

規
模

に
応

じ
 

最
高

 
１
，
０
１
４
万

６
千

円
 

体
調

不
調

児
対

応
型

 
上

記
そ
れ

ぞ
れ

の
型

の
運

営
に
係

る
額

 ＋
１
６
５
万

円
 

 
  

 支
給

機
関

：
都
道

府
県
労
働

局
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
参

考
）
h
tt

p
:/

/
w

w
w

.m
h
lw

.g
o
.jp

/
se

is
ak

u
n
it
su

it
e
/
bu

n
ya

/
ko

d
o
m

o
/
sh

o
ku

ba
_k

o
so

d
at

e
/
ry

o
ur

it
su

0
1
/ 
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